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人間の尊厳と人権の関係
─人間の尊厳は学問・研究の自由，幸福追求権，　　　　
　自己決定権など対立する価値との比較衡量を許すか─

光石　忠敬
光石法律特許事務所

The relationship between human dignity and human rights
─ Can we balance human dignity with the conflicting value of human rights,

such as academic and research freedom, right to the pursuit of happiness,
and/or right to self-determination?─

Tadahiro Mitsuishi
Mitsuishi Law & Patent Office

Abstract
　　The term human dignity has recently been used in several Japanese norms concerning medical research
involving human subjects, their physical parts and/or information. The term, being a fundamental concept of
Christianity and having a long history, first appeared in international norms such as the Universal Declaration
of Human Rights and the International Covenants on Economic, Social and Cultural Rights, as well as Civil and
Political Rights, a background of which, perhaps, is the cruel human experimentations practised by doctors in
the Third German（Nazi）Empire.
　　The term has become not only an ethical but also a legal concept. Violation of human dignity means inhuman
or degrading treatment, for instance, a person being utilized only as a measure of science and/or society. All
freedoms and fundamental human rights are derived from human dignity. According to the general scholarly
opinion in Japan, human dignity means equal to respect for individual prescribed in the Constitution of Japan.
This opinion, however, is questionable now, especially after the Cloning Restriction Act was established in
2000.
　　It should be considered that one may not be able to balance human dignity with conflicting values such as
academic and research freedom, the right to the pursuit of happiness, or the right to self-determination. However,
there may be some limit to being able to raise the issue of human dignity in order to compare constitutional
values. In other words, human dignity may not have absoluteness.
　　The human embryo and the fetus are holders of human dignity, although the completeness of their human
dignity may differ from that of those who are already born.
　　The concept of human dignity has been remote and cold for us, Japanese, yet we need to thoroughly
consider these issues, not leaving them as they are, and to create a concept of it more attuned to Japanese
culture and tradition.
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1．はじめに─問題の所在

　人体・人由来要素・情報を対象とする人につい
ての医科学研究に関する規範の中で，人間の尊
厳1）の語が，日本で，ここ数年，よく使われるよ
うになってきた．けれども，人権の語とは別に，何
故この語が西欧で用いられるようになったのか，
その意義は何か，日本国憲法の「個人の尊重」と
同義か，法的意味は何か（権利性を持つか）など
の問題は曖昧なままである．人間の尊厳は対立す
る価値との比較衡量を許さないかどうか，許さな
いとすると人間の尊厳を持ち出すことのできる出
番は限られるのか，医科学研究の自由，幸福追求
権，自己決定権などの基本的人権という価値との
関係はどうか，胚・胎児は人間の尊厳の担い手か
などの問いはアポリアのようでもある．
　しかし，このままの状況が続くと，この語は，人
権という語の枕詞，ないしは反論しにくい打出の
小槌のように使われ，語義や使用目的は不明なま
ま，出番が極端に限られるかインフレ化していく
おそれがある．そこで，筆者が幾人かの学者たち
の論説2）を中心に学びつつあれこれ迷い，考えを
廻らせてきたプロセスをメモ書きすることによっ
て，日本で親和性のある人間の尊厳の概念を紡ぎ
出しつつ，基礎から来る人権の内在的制約原理と
して機能する手懸りとしたい．

2．歴史および意義

イマゴ・デイ

　人間の尊厳は，もともとは，神の似姿（imago
dei）として創造された点に人間の価値を認めるキ
リスト教の根本概念として長い歴史を持つ．dig-
nity とは，sanctity の類語として，宗教用語であ
り，「人間の尊厳は神の神聖さの似像（にすがた）
なのである3）」．
　それが，法の概念として登場した契機は，ドイ
ツ帝国でナチスの医師らが行った生体実験に対す
る真摯な反省である．まず，1945年国際連合憲章
が前文で，基本的人権と「人間の尊厳及び価値

（the dignity and worth of the human person）」を
「あらためて確認し」た．1949 年世界人権宣言の
前文もこれを再確認している．世界人権宣言を国
際法化した1966年国際人権規約は，先ず，前文で

「人類社会のすべての構成員の固有の尊厳及び平
等のかつ奪い得ない権利を認めることが世界にお
ける自由，正義及び平和の基礎をなすものである
ことを考慮し」た．
　その上で，国際人権自由権規約は，拷問や医学
的実験に関する7条において，「何人も，…非人道
的な若しくは品位を傷つける（degrading）取扱い
…を受けない」と記している．これは，人間の尊
厳を積極的に定義するのではなく，人間の尊厳を
侵すのはどういう場合であるかにつき，その意義
を裏側から消極的に定義したものであろう．抽象
的ではあるが，人間の単なる道具化・手段化が人
間の尊厳を侵すことを意味すると考えられる．因
みに，ドイツの「連邦最高裁判所は，『人間の尊厳
に違反するのは，…の場合である』という消極的
定義を行うに止まっている．…『具体的人間が，客
体，単なる手段，代替可能な存在に貶められると
き』人間の尊厳に対する違反が存在するという

『客体定式』も…消極的定義の一つの表れである」
という4）．
　後に，日本もオブザーバー資格のあるEUの，法
的拘束力のある1996年「生物学及び医学の応用に
関する人権及び人間の尊厳（Dignity of the Hu-
man Being）の保護のための条約（人権及び生物
医学に関する条約）」は，前文で，「人間の尊厳を
確保することが重要であることを認識し」，2 条
で，「人間の利益及び福祉は，社会または科学のみ
の利益に優先する」と規定した．人についての医
学研究の倫理指針であるヘルシンキ宣言 5 条も，
被験者の福利に対する配慮は科学的及び社会的利
益よりも優先されなければならない，と規定して
いる．これらは，科学的利益ないしは社会的利益
を人間の福利に優先させないことが人間の尊厳を
侵さないための本質的な条件を表すものと理解で
きる．
　一方，日本で，人間の尊厳の概念に親和性がな
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かったのは，それが単にキリスト教に基礎を置い
ているからということではなく，国立大学医学部
が関東軍731部隊の医学者・研究者たちと満州で
組織的に行った「マルタ」に対する生体実験につ
いて，国家として，および医学界として検証し反省
してこなかったことと関係があるように思われる．

3．倫理的概念にとどまるか，法概念でも
あるか

　総合科学技術会議の2004年7月「ヒト胚の取扱
いに関する基本的考え方」は，「人の尊厳」を「社
会の基本的価値」と位置付けている．この「社会
の基本的価値」が倫理的概念にとどまるとする
と，法の世界ではこの概念を劣位に置くことにな
る．何故なら，あらゆる人権の淵源という，法の
世界の基本的価値という位置付け（5 で後述）を
軽視することになるからである．
　本稿では，国際人権法における基本的な規範概
念として，戦後，初めて登場したこの概念を，法
的価値を持つ概念，すなわち法概念として位置付
け検討することにする5）．この点，倫理的ガイド
ラインであるユネスコの1997年「ヒトゲノムと人
権に関する世界宣言」が，2 条で「何人も，その
遺伝的特徴の如何を問わず，その尊厳と人権を尊
重される権利を有する」と記し，人クローン個体
作成や生殖細胞系列の操作を人間の尊厳に反する
例として掲げている（§11，§24）ことについて，

「法規範としてはこれまでは単なる倫理的又は理
念的観念にとどまっていた『人の尊厳』が，ここ
にいたって現実に法的基準として用いられる可能
性が出てきたことを示している6）」との説明は，戦
後のこの概念の登場，その後の経緯（2で前述）に
照らし疑問がある．
　国際人権自由権規約は，7条で拷問，医学的・科
学的実験について（2 で前述），8 条で奴隷制など
について規定した上，10条で「自由を奪われたす
べての者は，人道的にかつ人間の固有の尊厳を尊
重して取り扱われる」と規定している．従って，人
間の尊厳は，例えば，人クローン個体作成や生殖

細胞系列の操作などのカテゴリーに出番が限定さ
れるものではなく，人身の自由に関連して，人間
の尊厳への権利が広く認められるべきではないか．
　また，法概念であるということは，少なくとも，
具体的な法律やその立法事実を評価する基準，人
権の限界を判断する基準として用いることができ
ることを意味するべきではないか．

4．「ソフト・ロー」説の陥穽

　医療を規律する規範として「ソフト・ロー」す
なわち「国の定める，法律に基づかない指針や，専
門家集団のガイドラインや宣言，機関の定める指
針等」を強調する説がある7）．この説は，医療を
規律する規範の「最上位には法律がある」が，日
本では法律に対して信頼感が薄く距離感が大き
く，法の支配に対する意識が低いところ，「医療に
携わる者は倫理意識の高い集団と見てよ」く「ソ
フト・ロー」「のいずれもが相対的によく遵守され
ている」と説明している．
　この考え方には様々な疑問がある．第一に，こ
の説は，医療に対する規律の形態として最上位に
法律があり，その次に国の作る指針があり，さら
に下位には専門家集団による指針がある，とい
う．しかし，第一に，法律は，憲法，条約，国際
人権法の下にある．にもかかわらず，「ハード・
ロー」としての法律との対比で「ソフト・ロー」が
強調されることで，様々な分野における人間の尊
厳という法概念に照らした検討が無視されること
になるのではないか．第二に，法律は社会の基盤
となるレベルを，指針はプロフェッショナルとし
て専門性の高いレベルを守備範囲とするべきで
あるから，法律や国の作る指針の下に専門家集団
による指針が位置するとの考えは逆ではないか．
また，この説は，医療に携わる者は倫理意識の高
い集団だから「ソフト・ロー」は実効的な規律だ
と言う．しかし，元来，ルールというものは，専
門家であれ平均的な人間像を前提に創られるべき
である8）し，もし本当に倫理意識が高いのであれ
ば，それぞれの個人の自己規制で十分のはずであ
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る．例えば，研究の動機となる知的好奇心は研究
者の本性に属し本来制限がないし，研究のスポン
サーと研究者の経済的関係は偏りの原因となり，
様々な利益相反は結果の信頼性を損ねている．勿
論，医科学研究に企業が関係してくることを考慮
に入れないわけには行かない．もともと，法的拘

� �

束力を持たない指針等を「ソフト・ロー」と名付
けるのは不適切ではないか9）．法的拘束力のない
lawは，燃えない火と言うべきだから，lawでない
のにlawの一種であるかのような言葉を振り回す
のは，「ソフト・ロー」が実効的だと説明すること
で，法的規範が存在するから立法は必要ないと
人々を誤解させる．

5．人権との関係

　人間の尊厳は，あらゆる自由・人権の源である．
このことは，国際人権規約前文が，あらゆる自由・
人権がすべて人間の固有の尊厳に由来する

（derive from the inherent dignity of the human
person）ことを記したことで示されている．
　人権には何らかの制限がある．だが，人間の尊
厳はどうか．
　1949 年ボン基本法は，「人間の尊厳は不可侵で
ある．これを尊重し，かつ，保護することは，す
べての国家権力の義務である．…それゆえに，世
界における各人間共同社会・平和および正義の基
礎として，不可侵の，かつ，譲渡しえない人権を
みとめる」と規定した10）．従って，「人間の尊厳」
は不可侵性，絶対性を持ち，どんな自由・人権と
も比較衡量することは出来ず，いかなる制限も無
い．そうすると，そもそも，この概念を持ち出す
ことのできる出番を限定するべきかどうかが問題
になるかもしれない．これらの問題は，日本の場
合はどうであろうか．

6．日本の規範における使用例

　日本国憲法には，「人間の尊厳」の語は存しな
い11）．法律としては，かつて，1956年売春防止法

が「売春が人としての尊厳を害し」と記している
くらいであった．
　人についての医科学研究を実施することは，人
間を研究の対象ないし客体として扱う側面がある
から，人間の単なる道具化・手段化を抑止しなけ
ればならない．そのためには，研究対象者保護法
の立法が最優先されるべきである12） が，今日ま
で，国際人権自由権規約 7 条は無視され，立法さ
れることなく推移してきた．
　その間，人についての医科学研究の極めて限ら
れた一つの応用的分野に関する 2000 年クローン
規制法が 1 条に「人の尊厳の保持」を明記するに
至る．これに端を発したのか，行政指導のための
2001年ヒトES細胞指針が「ヒトES細胞の樹立及
び使用において人の尊厳を侵すことのないよう」
と記し，2001年ヒトゲノム・遺伝子解析研究倫理
指針は「人間の尊厳及び人権を尊重し」と記した．
もっとも，2002年疫学研究倫理指針，2003年臨床
研究倫理指針，2006年ヒト幹細胞臨床研究指針で
は，「個人の尊厳および人権を尊重し」と規定し，
人間の尊厳の語は使っていない．これは憲法の文
言に拘ったせいであろうが，適切とは言えない．
　もっとも，クローン規制法の提案理由には「人
の尊厳の保持」等を図ることが目的と明記されて
いたにもかかわらず，1条において，「人の尊厳の
保持」等は，目的が導き出されるにつき「鑑み」ら
れる考慮事項へと，一段低められた曖昧な文言に
なっている．究極の目的は「科学技術の発展」で
あり，「人の尊厳の保持」でないという．この文言
に従えば，「人の尊厳の保持」は学問・研究の自由
の下に置かれることになる．これは，憲法上の価
値を逆立ちさせた立法と言わなければならない．
また，クローン規制法成立時の附帯決議には，「ヒ
ト受精胚」「の取扱いについては人の尊厳を冒す
ことのないよう特に誠実かつ慎重に行わねばなら
ない」と記され，礼意の保持と人間の尊厳の保持
とを混同するような用語が用いられている．人間

� � �

の尊厳は，胚の取扱いのレベルではなく，胚自身
の法体系上の位置付けのレベルに関わっているの
である13）．
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7．人間の尊厳と個人の尊重との異同

　憲法学の通説は，13条の個人の尊重を個人の尊
厳の原理と解釈し，人間の尊厳を個人の尊重と同
義に解するようである．
　しかし，この通説には，二つの点で疑問がある．
第一点は，そもそも人間の尊厳には，自律的・人
格的な個人の尊厳（�）の他に，現存の，そして
未来の，種としての人間の尊厳（�）の 2 つの意
義があり14），EUの1996年「人権及び生物医学に
関する条約」も，この両者を記している．クロー
ン規制法は，人間が一回限りの存在であり，かつ，
種としてのアイデンティティが保持されなければ
ならない存在であること等を土台に構築しており
15），�の意味を含めている．日本の法秩序は，単
なる�の個人主義 16） のみでは説明仕切れない段
階に入っているから，人間の尊厳を�の意味での
個人の尊重と同義に捉えることは，最早，できな
い．第二点は，個人の尊重は公共の福祉によって
制約されるから，公共の福祉を人権制約の根拠規
定と解するとすれば，公共の福祉を根拠に人間の
尊厳も制約され得ることになり，人権の淵源とい
う，人間の尊厳のそもそもの出発点と矛盾するこ
とになる（もっとも，人間の尊厳は不可侵性を持
つとはいえ，絶対的で無制限であることを意味す
るかは一つの問題ではある）．
　こうして，現存の，そして未来の人類全体の尊
厳の意味が加わったことによって，人間の尊厳の
概念は，一個人のレベルを超え，かつ時間的にも

「将来の国民」（憲法97条）を含めた意味内容を持
つに至っていると考えられる．

8．胚・胎児は人間の尊厳の担い手か

8.1　クローン規制法の考え方

　クローン規制法は，附則で「ヒト受精胚」を「人
の生命の萌芽」と位置付けている．これは，人の
萌芽ないしは始期を意味すると解される．
　出生後の人間における人間の尊厳は，言うまで

もなく，十全である．受精後出生するまでの過程
では，人間の尊厳の潜在性を徐々に顕在化させつ
つ，連続的に人間の尊厳の十全性を獲得していく
と考えられないだろうか．法律では，これまでも，
胎児の生命を奪えば堕胎罪，出生後の人間を殺せ
ば殺人罪で，それぞれの段階での人間の尊厳を尊
重してきた．堕胎罪と殺人罪の刑罰の差は，人間
の尊厳の十全性の差と理解することができる．他
方，クローン規制法が「人の尊厳の保持」を明記
したのは，生殖技術において胎外に取り出される
受精卵・胚について，十全性に差こそあれ，胚の
段階で人間の尊厳を保護し尊重する趣旨であると
解される．そうすると，胎児の前段階にある受精
卵・胚については，受精卵から時間的経過を経て，
着床，個体性獲得，胎盤の形成，神経管の形成な
どの各段階に応じて，人間の尊厳は少しずつ十全
性を獲得していくことになる17）．
　クローン規制法および特定胚取扱い指針は，受
精後14日以内の胚を文部科学大臣に届け出ること
によって作成等できる旨規定している．受精後14
日内は「胚」ではなく「前胚」だとして研究を可
能とするウォーノック・レポートの多数意見に基
づいているが，「胚」ではなく「前胚」だから生命
を奪ってもいいというのは，実質的に何の根拠も
ないレトリックに過ぎない．この多数意見は，何
故，個体性ないし神経系の形成が研究可否の分水
嶺になるのか，説明できないように思われる18）．

8.2　仏教における胚・胎児

　仏教では，生命は，入胎，すなわち母親の胎内
に宿るというところから出発していて，このとき
の状態をサンスクリット語で「カララ」（小さなか

ふう

たまり）と言い，壽（いのち，風（われわれの体
内を吹きわたる風，また宇宙そのものが始まる原

なん

動力）），煖（ぬくもり），識（意識）により構成さ
れ，これらが一つに溶け合っているのが生命で，
この三つがバラバラになったときが死である，と
いう説が紹介されている19）．また，釈迦は，悟っ
た直後，自らの苦を解決する道が正しかったかど
うかを十二支によって確認したとされる（十二因
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縁）．そのうち，三の「識」，四の「名色」，五の「六
処」では，受胎してから母体を出るまでの過程で
あり，その過程は，過去世の因に基づく現世の果
であって，将来の因となると解されているようで
ある．
　従って，仏教の教えによれば，因果に関して，受
胎してから母体を出るまでの存在を，生誕後と同
列に置いていることがうかがえる．そうすると，
人間の尊厳の享有主体を出生後のみに限ったり，
ある段階の胚・胎児に限るとする考え方は，日本
では不自然であろう．

9．法的評価の基準としての人間の尊厳

9.1　学問・研究の自由および人々の健康と福祉

に応えるための幸福追求権という価値と

の関係

　人々の健康と福祉に関する幸福追求の要請に応
えるために受精卵・胚を研究に利用することをど
う考えるべきか．
　人間の尊厳は自由・人権の淵源であるから，学
問・研究の自由ないしは，人々の健康と福祉に応
えるための幸福追求権に基づき受精卵・胚の生命
を人為的に終了させることは，原則として禁止さ
れるべきである．ただし，人間の尊厳の十全性に
は差があるから，診断・予防・治療法のない重篤
な疾病に関する著しく有用な研究等に例えば「余
剰胚」を用いる等例外を設けることやその根拠
は，公序に属し，社会が重大な関心を持つべき社
会的合意事項であり，社会的合意を形成した後
に，法律で規定されなければならないのではなか
ろうか．

9.2　自己決定権という価値との関係

1）臓器移植法改正A案（河野・福島案）につ

いて

　国によって同意原則が初めて明確な形で表され
たのは，ドイツ帝国の1931年「新しい医療と人間
に対する科学的実験に関する指令」で，内務省が
出した通達であった．その数年後，治る見込みの

ない者，「生きるに値しない生命」を撲滅し，強制
収用所において科学的，医学的，政治的に組織さ
れた医学実験を行うという保健政策が実施されて
いる．この通達の影響力は弱かったものと思われ
る20）．しかし，この歴史的事実は，見方を変える
と，同意原則が非人道的行為をカモフラージュし
一見合法化する役割を果たしたように思われる．
自己決定の法理は，その目的，適用範囲，手続き
等を最も厳格に規定しない限り，社会が滑りやす
い坂道を転げ落ちる引き金になるおそれがある．
　臓器移植法改正A案は，およそ人間は連帯的存
在であり，たとえ死後に臓器を提供する意思を現
実に表示していなくても，そのように行動する資
質を有する存在，死後の臓器提供へと自己決定し
ている存在だという理想的人間観に立ち，本人が
何の決定もしていない状況まで自己決定なのだと
述べるが，これを自己決定だと説明するのは詭弁
と言う他ない．
　脳死を人の死とする科学的根拠および論理が崩
壊している問題とは別に，改正A案は，「脳死」状
態の患者であるドナー候補者からの臓器摘出を容
易にし，臓器をもらう患者（レシピエント）を増
やすという，他者ないしは社会的利益を優先させ
ているわけで，一人の人間が，他者ないしは社会
の利益のための単なる客体，すなわち，他者や社
会の単なる道具に成り下がってしまう．改正A案
は，脳死状態にある患者の人間の尊厳を侵すもの
と考える．

2）尊厳死要綱骨子案について

　「リビングウイルを作成する際，その病状も療
法もまったく未来的・仮定的・想像的なものであ
り，インフォームド・コンセントとは前提を異に
する．21）」医師と患者の間の，同時に行われるべ
き対話は存在しない．インフォームド・コンセン
ト原則は，個々の患者の病状および治療法のいず
れも個別的，特定的でなければ判断できないのが
前提である．生命維持治療の放棄が問題にされる
とき意識のない場合が多いが，そういう状態にな
るより前に，そういう状態になったときに本人の
内面に何が起こるかは誰にも分からない．実際に



Clin Eval 34（1）2007

－ 99 －

そういう状態になったときに考え方が変わる人も
いる．我々の意思は，病状が変化し生命を脅かす
症状が現れるにつれ揺れ動くのが常識である．単
純な自己決定権によって尊厳死を根拠付けること
はできないと思われる．
　尊厳死要綱骨子案は，「激痛に苦しむ」の要件を
設けていない．人々が尊厳死に関心を持つ一つの
重要な理由であるにもかかわらず，である．「末期
の状態」を要件としつつ，「末期」でない「持続的
植物状態」にまで適用範囲を拡大させる根拠は不
明である．認知症患者，ALS（筋萎縮性側索硬化
症）にまで拡大しない根拠は何か．「延命措置」な
ど，もともと不必要なものと人々を錯覚させる．
　そうすると，尊厳死要綱骨子案は自己決定権法
理を濫用し錯誤に基づく自己決定を促進させる．
　また，生命維持治療の放棄の法制化が，問題に
なる患者本人のためと言うよりも，経済的要因，
近親者の負担要因，医師の免責要因等によって企
画されているとの疑問を払拭することができな
い．医療費抑制，家族負担の軽減，医師の免責と
いう，他の事物に，生きている患者本人の（well
being）福利に優越する価値を認めている．尊厳死
要綱骨子案は，「末期の状態」患者の人間の尊厳を
侵すものと考える．

10．むすび

　日本では，山川草木悉皆成仏という日本古来の
神道・仏教の歴史・文化の観点から，生きとし生
けるものと共生する人間のイメージが親しみ易い
かもしれない．いずれにせよ，学問・研究，医学
実 験 の よ う な 事 物 と 同 じ レ ベ ル に 格 下 げ

（degrade）されない存在として，人間をイメージ
することは難しくない．けれども，動植物と同じ
レベルに格下げされない存在と言えるためには，
動植物と異なる人間固有の価値として，知性によ
る認識および種々の規範意識があるのではなかろ
うか．西欧社会での人格（persona）論は，例えば
精神薄弱者では人格の実現が見られないし，胎児
だと人格は隠されていると説明し，人格の潜在性

を重視するようである．日本ではどう考えたらい
いか．知性による認識や規範意識は，実現がなく
ても潜在性のある場合も同列に置くべきであろ
う．そうすると，個人としての，かつ，人類の一
員としてのすべての人間を動植物と同じレベルに
格下げしてはならないとの人間の尊厳を，日本で
も理解することが出来るように思われる．
　法の根本価値である人間の尊厳を，日本の歴史
や宗教，文化，そして伝統に沿いつつ構築するに
は，何を問い，どう考えたらいいか．その出番の
限界についてなど，議論を多角化し深める必要を
感じるが，興味は尽きない．
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ティブ・ライツが確立されつつあり，人工妊娠中絶

の正当化，合法化の流れがある．
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用によって中絶は広く行われている．そのほとんど

が，「身体的又は経済的理由により母体の健康を著

しく害するおそれ」に該当するものとされている

が，その大多数は事実と異なる．堕胎罪は今日では
全く適用されない．日本では，堕胎罪は国民の誰も

が守らないものとして慣習法的に効力を喪失してお

り，また，母体保護法も実質的には守られていない

から，いわゆる法的評価空白領域にある（金沢文雄
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代法理論・ホセヨンパルト教授古希祝賀））と考えら
れる．
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